
令和８年度 高齢者住宅リフォーム補助金等交付申請書 

令和  年  月  日 

（あて先） 

横須賀市長 

 （消せるペン、修正液、修正テープは使わないでください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同居の高齢者 
（申請者が 65 歳以上は記入不要。 

同居の高齢者が２名以上いる  

場合は、代表者１名を記載してくだ

さい。） 

住 所 

〒 

横須賀市 

フリガナ  

氏 名  

生年月日 大正・昭和・平成    年   月   日 

性 別 男  ・  女 

電話番号① ＊必須（連絡の取れる番号） 

電話番号② ＊任意（その他連絡先） 

フリガナ 
 

氏 名 
 

生年月日 大正・昭和     年   月   日 

補助金等の名称 高齢者住宅リフォーム補助金 

補助事業等の名称 住宅リフォーム助成事業 

交付申請額 １００，０００円 

同意事項 

（項目に✔） 

 

補助金の交付資格審査のため、横須賀市が以下の事項について確認する

ことに同意します。 

・申請者の市税の納付状況 

・申請者が暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと 

・申請者及び同居する高齢者の住民登録情報 

・対象住宅の固定資産課税台帳情報 

・本制度及び本制度以外の市の住宅改修費用助成制度の利用状況 

また、申込者多数のため、補助金の申請件数が予算上限を上回った場合

には、別途、市が定めた抽選方法により補助対象者を決定することに同意

します。 

 ①申請者の同意     □同意する 

 ②同居する高齢者の同意 □同意する 

添付書類 

□リフォーム工事の見積書のコピー 

□住宅の外観写真（カラー・日付入り） 

□リフォームを行う部分の写真（カラー・日付入り） 

  

整理番号 

R0８- 

（事業者の名称、所在地、電話番号の記載のあるもの）
 

（書類が揃っている 
  ことを確認して✔） 

申請者 
 

（住宅所有者） 

（全てのリフォーム箇所の写真。リフォーム箇所１箇所につき、１枚以上の写真を添付）
 

第１号様式（第４条） 

裏面の事業計画書・予算書も記入してください 

申請者自身が65歳以上の場合は

①の項目のみに「✔」してください 



事業計画書（高齢者住宅リフォーム補助金）・予算書 

住宅の種類 
□一戸建て住宅 □共同住宅の専有部分 □併用住宅の住宅部分 

今回実施する 

リフォーム工事 

に関する事項 

１ 増築工事又は減築工事 景観手続きが必要です 

２ 台所、浴室、洗面所又はトイレの修繕工事等 

３ 住宅内の機械設備工事（給排水、給湯、換気、電気、ガス設備工事） 

４ オール電化住宅工事 

５ 屋根のふき替え工事、塗装工事又は防水工事 景観手続きが必要です 

６ 外壁の張替え工事又は塗装工事 景観手続きが必要です 

７ 部屋の間仕切りの変更工事 

８ 床材、内壁材又は天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事 

９ 床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事 

10 ふすま紙若しくは障子紙の張替え又は畳の取替え 

11 雨どい等の取替え工事又は修理工事  

12 建具又は開口部の取替え工事又は新設工事 景観手続きが必要です 

13 耐震改修工事  

14 防音工事 

15 バリアフリー改修工事 

事業（工事）期間 交付決定を受けた日 ～ 令和９年２月２６日 の間 

工事見積金額 別添見積書のとおり（税抜き２０万円以上） 

リフォーム施工事業者 

（事業者名） 

（所 在 地） 

（電話番号） 

補助金を知った 

きっかけ 

□広報よこすか □市公式 LINE □市公式Ⅹ □市公式ＨＰ 

□リーフレット（    配架場所）□ポスター（    閲覧場所） 

□家族・親戚から □知人から □リフォーム業者から 

□新聞（      新聞）   □タウン紙（       ） 

□その他（       ） 

 

（該当する番号すべてに○） 

景観手続きが必要です マークのある工事： 
建物の外観を変更する修繕や色彩の変更（塗装工事や外壁の張り替え等）を
伴う工事は、工事を始める前に景観協議・景観法の届出が必要です。 
また、外観に使用する色彩は、色彩基準に適合させる必要があります。 
届出をし、「着手可能日に関する通知書」の交付を受けてから工事を始めて
ください。（景観担当 ０４６－８２２－８３７７） 

横須賀市 

０４６－ 

（該当項目に✔） 

（該当項目すべてに✔） 


